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年
金
積
立
金
運
用
や
限
定
正
社
員
に
関
す
る
質
問
主
意
書

以
下
、
年
金
積
立
金
運
用
や
限
定
正
社
員
に
関
す
る
安
倍
政
権
の
見
解
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

一
般
的
に
、
国
債
と
株
式
で
は
運
用
リ
ス
ク
は
ど
ち
ら
が
高
い
か
。

二

今
回
、
年
金
積
立
金
運
用
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
が
変
更
さ
れ
、
国
債
が
減
り
、
株
式
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
運
用
の
リ

ス
ク
は
高
ま
っ
た
か
否
か
。

三

国
債
よ
り
株
式
の
ほ
う
が
一
般
的
に
は
運
用
リ
ス
ク
が
高
い
の
に
、
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
で
国
債
割
合
を
減
ら
し
、
株
式
割

合
を
増
や
し
た
場
合
、
運
用
リ
ス
ク
は
高
ま
ら
な
い
こ
と
は
あ
る
の
か
、
も
し
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

四

国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
年
金
積
立
金
運
用
は
、
な
ぜ
国
債
の
割
合
が
厚
生
年
金
や
国
民
年
金
の
積
立
金
運
用
よ
り
高
い

の
か
。

五

国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
年
金
積
立
金
運
用
は
な
ぜ
今
回
、
厚
生
年
金
や
国
民
年
金
と
同
様
に
、
国
債
割
合
を
減
ら
し
、

株
式
割
合
を
増
や
さ
な
い
の
か
。

六

年
金
積
立
金
の
運
用
で
イ
ン
フ
ラ
フ
ァ
ン
ド
へ
の
投
資
を
検
討
す
る
有
識
者
会
議
を
七
月
に
立
ち
上
げ
る
そ
う
だ
が
、
リ

ス
ク
が
高
ま
り
問
題
で
は
な
い
か
。

一



七

過
去
二
年
、
五
年
、
十
年
、
二
十
年
、
三
十
年
の
年
金
積
立
金
運
用
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
国
債
価
格
と
国
内
株
式
の
株

価
の
変
動
幅
は
い
く
ら
か
。

八

年
金
積
立
金
運
用
に
お
け
る
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
リ
ス
ク
の
よ
り
高
い
も
の
に
変
更
す
る
場
合
は
、
年
金
の
保
険
料
を

払
っ
て
い
る
加
入
者
の
意
向
、
つ
ま
り
国
民
の
意
向
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
い
か
が
か
。

九

ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
を
よ
り
リ
ス
ク
の
高
い
も
の
に
変
更
し
た
結
果
、
損
失
が
多
く
出
た
場
合
、
年
金
支
給
額
は
減
る
こ
と

に
な
る
の
か
。
ま
た
、
損
失
が
多
く
出
た
場
合
そ
の
責
任
は
誰
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
と
る
の
か
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

十

年
金
支
給
開
始
年
齢
を
六
十
八
歳
に
引
き
上
げ
る
可
能
性
は
あ
る
の
か
、
今
年
か
来
年
、
そ
の
よ
う
な
検
討
を
す
る
可
能

性
は
あ
る
の
か
。

十
一

過
去
十
年
間
の
平
均
の
名
目
賃
金
上
昇
率
、
物
価
上
昇
率
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。

十
二

過
去
十
年
間
の
平
均
と
同
じ
名
目
賃
金
上
昇
率
、
物
価
上
昇
率
で
あ
る
場
合
、
五
年
後
（
二
〇
一
八
年
）
、
十
年
後

（
二
〇
二
三
年
）
、
十
五
年
後
（
二
〇
二
八
年
）
、
二
十
年
後
（
二
〇
三
三
年
）
、
二
十
五
年
後
（
二
〇
三
八
年
）
の
国
民

年
金
の
満
額
支
給
額
は
、
額
面
と
今
の
物
価
の
価
値
で
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
に
な
る
か
。

十
三

来
年
度
、
再
来
年
度
、
三
年
後
に
お
い
て
、
物
価
が
二
％
上
が
り
、
名
目
賃
金
が
一
％
、
二
％
、
三
％
上
が
っ
た
場

二



合
、
名
目
の
年
金
額
、
実
質
の
年
金
額
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
で
ど
れ
だ
け
上
が
る
か
下
が
る
か
。
厚
生
年
金
（
標
準
世

帯
）
と
国
民
年
金
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
％
と
金
額
ベ
ー
ス
の
両
方
で
お
答
え
く
だ
さ
い
。

十
四

い
ま
検
討
さ
れ
て
い
る
限
定
正
社
員
は
、
勤
務
地
や
職
種
が
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
勤
務
地
や
職
種
が
な

く
な
っ
た
場
合
、
解
雇
さ
れ
る
可
能
性
は
、
正
社
員
の
場
合
と
、
限
定
正
社
員
の
場
合
で
は
ど
ち
ら
が
高
い
の
か
、
ま
た
、

解
雇
さ
れ
訴
訟
に
な
っ
た
場
合
、
解
雇
無
効
の
判
決
が
出
る
可
能
性
は
、
正
社
員
で
あ
る
場
合
と
、
限
定
正
社
員
で
あ
る
場

合
と
で
、
ど
ち
ら
が
高
い
の
か
。

十
五

産
業
競
争
力
会
議
で
雇
用
制
度
改
革
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
働
く
者
の
代
表
が
会
議
の
委
員

に
入
っ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
。

十
六

質
問
十
五
と
同
じ
趣
旨
で
規
制
改
革
会
議
の
委
員
に
も
働
く
者
の
代
表
が
入
っ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
な
ぜ
か
。

十
七

雇
用
制
度
改
革
や
解
雇
の
規
制
緩
和
に
つ
い
て
議
論
す
る
場
に
は
、
経
営
側
の
代
表
と
共
に
働
く
者
の
代
表
も
入
れ
る

べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

十
八

労
働
政
策
審
議
会
で
派
遣
法
改
正
や
雇
用
制
度
改
革
、
解
雇
規
制
改
革
に
つ
い
て
検
討
す
る
場
合
、
産
業
競
争
力
会
議

や
成
長
戦
略
で
決
め
ら
れ
た
改
革
の
方
向
性
を
変
更
す
る
こ
と
は
可
能
か
、
否
か
。

三



十
九

昨
年
成
立
し
た
労
働
者
派
遣
法
改
正
法
が
、
施
行
さ
れ
る
前
に
再
び
改
正
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
か
。

二
十

秋
か
ら
始
ま
る
労
働
政
策
審
議
会
に
お
け
る
労
働
者
派
遣
法
の
改
正
の
検
討
の
中
で
、
日
雇
い
派
遣
の
解
禁
も
検
討
課

題
に
な
る
可
能
性
は
あ
る
か
。

二
十
一

市
販
薬
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
販
売
の
全
面
解
禁
に
よ
り
、
薬
害
の
被
害
が
出
た
場
合
、
そ
の
責
任
は
誰
が
負
う
の

か
。

二
十
二

七
十
歳
以
上
七
十
四
歳
ま
で
の
医
療
費
の
窓
口
負
担
は
、
来
年
四
月
か
ら
二
割
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
は
あ
る

か
。

二
十
三

七
十
五
歳
以
上
の
医
療
費
の
窓
口
負
担
の
二
割
へ
の
引
き
上
げ
は
、
今
年
、
社
会
保
障
国
民
会
議
や
厚
生
労
働
省
で

検
討
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
か
。

二
十
四

来
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
、
ネ
ッ
ト
で
プ
ラ
ス
の
改
定
を
目
指
す
か
。

二
十
五

来
年
度
予
算
に
お
い
て
社
会
保
障
費
の
自
然
増
が
抑
制
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
る
か
。

二
十
六

来
年
の
通
常
国
会
の
介
護
保
険
法
改
正
で
、
要
支
援
一�
二
の
い
わ
ゆ
る
軽
度
高
齢
者
を
市
町
村
事
業
に
移
す
法
改

正
を
す
る
可
能
性
は
あ
る
か
。

四



質
問
番
号
ご
と
に
で
き
る
限
り
、
具
体
的
に
ご
回
答
を
い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
す
る
。

右
質
問
す
る
。

五


